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吉岡委員　今日はこの 4 月から玖珂郡医師会長

に就任された河郷　忍会長にインタビューをした

いと思います。代議員会の後になりますが、よろ

しくお願いいたします。最初に玖珂郡医師会の基

本的なことをお伺いします。

河郷会長　記録によりますと、明治 40 年に第一

次玖珂郡医師会ができ、大正 9 年に第二次玖珂

郡医師会が設立されました。その後、岩国と柳井

がそれぞれ昭和 15 年と昭和 29 年に独立しまし

て、現在に至っております。というわけで、戦

前の玖珂郡医師会は、岩国や柳井のエリアも範囲

だったのです。今でも北は島根県に接し、南は柳

井市や光市に接しています。岩国市由宇町の病院

だけが玖珂郡医師会で、開業医の先生は柳井医師

会に所属されているという特殊な状況になってい

ます。

吉岡委員　今までの経緯で複雑になっているの

ですね。医療機関数はどのようになっていますで

しょうか。

河郷会長　玖珂郡医師会の医療機関は 23 件 ( 病

院が 9 件、診療所が 14 件 ) となっています。第

一号会員が 30 名、第二号会員が 20 名です。新

規の開業がないので、高齢化がどんどん進んでい

ますね。

吉岡委員　若い人が入会すれば当然若返るので

すが、毎年 1 歳ずつ高齢化しているわけですね。

玖珂郡医師会は医師会館があるのですか。

河郷会長　医師会館はありません。藤政元会長ま

では会長自身の医療機関を拠点として玖珂郡医師

会を運営していたのですが、福田元会長の時から、

玖珂中央病院の一室を借りて医師会事務所を設置

しました。すでに 12 ～ 13 年経っていて、一人ベ

テラン事務員ががんばっておられて、助かります。

吉岡委員　玖珂郡医師会の活動や病診連携につい

て、お聞かせください。

河郷会長　小さい医師会ですので、特にこれと

いった活動はなく、行政の委託事業である健診や
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予防接種及び校医、介護保険の審査会などがほと

んどです。

病診連携については、岩国医療圏なので岩国

医療センターが中心で、地域連携パスがはじまっ

ているところです。医師会病院もありますので、

そちらにもお願いしているのですが、エリアが広

いので、周南市に近い場合は徳山中央病院、柳井

に近い場合は周東総合病院と連携しているところ

もあります。

吉岡委員　救急体制についてはいかがでしょうか。

河郷会長　救急に関して言えば、以前は休日当

番を 2 か所で行っておりました。玖北地区 ( 錦

町・本郷村・美川町・美和町 ) と玖西地区（玖珂

町・周東町）の 2 か所です。しかし、2 年前から

1 か所となりました。その理由は受診数が少ない

ことと、玖北地区でドクター数が少ないこと、岩

国市立の病院になったことで負担が増えたためで

す。岩国の医師会病院の夜間救急センターの出務

については、有志のドクターに医師会病院のお手

伝いをしてもらっております。その場合は負担が

増えないように、休日当番を免除という形にして

います。また、岩国市救急医療対策協議会が吉岡

前会長の時に発足しています。主な議題は、岩国

医療センターの救急センター（特に内科）が疲弊

しているので、コンビニ受診の抑制など、市民へ

啓蒙活動するなどしております。軽症の患者さん

は医師会病院の救急へ、重傷 ( 症 ) 者は岩国医療

センターへ受診するように、啓蒙活動をしており

ます。吉岡前会長が市民に分かりやすいようにス

ライドを作られ、講演に利用させていただいてい

ます。啓蒙活動は現状を理

解してもらうためには重要

なことですね。

吉岡委員　つづいて災害医

療についてですが、以前、

山陽自動車道のトンネル内

で大きな事故がありました

ね。また岩国錦帯橋空港が

平成 24 年 12 月 13 日に開

港されますが、大きな事故

などが起きた際の対応について伺いたいと思いま

す。

河郷会長　玖珂郡医師会では大災害の対応が難し

いと思います。現状では、災害時救急医療応援体

制規約を作っております。災害時、単独の医療機

関で対応が困難な場合には、ほかの医療機関が応

援に駆けつけるようにするというものです。

山陽自動車道での大きな事故の時は藤政病院

に結構搬送されました。岩国錦帯橋空港で災害事

故が起きた場合の対応ですが、これから国土交通

省が各医師会と協定するようです。

吉岡委員　将来構想といいますか、玖珂郡と岩国

市の両医師会の合併については、いろいろな壁が

ありそうですね。

河郷会長　一つの行政内に二つの医師会はおか

しいと思います。今のところ、医師会としては特

に困ることはありませんが、行政はやりにくいで

しょうね。郡部の医師会にとっては、行政の対応

に不満があります。玖珂郡と岩国市では、契約内

容が違うところがあり、合併すると意見が言いに

くくなったりします。しばらくは岩国市医師会と

玖珂郡医師会の合併はないと思います。実は市町

村合併の時、吉岡前会長が会員にその旨アンケー

トをとったのですが、ほとんどの会員が反対だっ

たようです。

吉岡委員　会員の生涯研修、とくに研修会の開催

についてお伺いします。
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河郷会長　研修会については月 1 回、玖珂郡医

師会独自のものを開催しています。また、岩国市

医師会や柳井医師会開催の研修会にも参加してい

ます。内科医会や眼科医会などの分科会は岩国市

と一緒ですね。合併する前から医療圏は一つです

ので、ずっと活動されていたと思います。

吉岡委員　つづいて公益法人改革についてはどう

でしょうか。

河郷会長　一般社団法人をめざして、現在移行申

請作業に取り掛かっているところです。

吉岡委員　次に河郷会長ご自身についてお伺いし

ます。

河郷会長　昭和 28 年 2 月生まれの 59 歳です。

開業が昭和 57 年です。実は父親が早く亡くなっ

たので、卒業して 3 年半でいまのところに帰っ

てきました。大学病院にいてすぐに開業すること

になったので、一般の病院の経験がありません。

もう 30 年も前の話になります。田舎の開業です

ので、全般にわたり診療をしているところです。

今は家庭医の研修コースが全国にあるので、うら

やましいですね。父親は往診をしていたので、「開

業医は往診が当たり前」と思っておりました。な

ので、介護保険はモデル事業からずっとかかわっ

ていて、医師会では介護保険の担当理事でした

が、今年から会長になったので交代しました。往

診は最初のころは 10 人程度だったのですが、今

は 80 ～ 90 名になっております。これは介護保

険制度があるからできるもので、私にとって非常

にありがたいですね。

家で希望されれば、看

取りもしており、年間

10 人～ 15 人程度で

す。在宅はチーム医療

だと思っており、訪問

看護ステーションもし

ています。訪問看護ス

テーションですが、以

前は玖珂郡医師会と行政とで運営していたのです

が、岩国市と合併した際、岩国市が訪問看護ステー

ションは引き受けないと言われました。ステー

ションの訪問患者は、私のかかりつけの患者さん

が多かったので、吉岡前会長や理事の先生方で相

談し、私が引き受けました。現在でも多くの先生

にも利用してもらっています。在宅医療は看護師

さんや介護士さんなどの多職種の方とチームを組

んで行っております。相互の連絡はほとんど電子

メールを使っております。

吉岡委員　電子メールですか。河郷会長はコン

ピュータが得意そうですね。

河郷会長　いえいえ、メール連絡くらいです。吉

岡前会長はコンピュータに長けておられ、玖珂郡

医師会のホームページもずっと管理してもらって

いるところです。玖珂郡医師会のホームページは

県内で最初に作られました。

吉岡委員　つぎに河郷会長のご趣味について伺い

たいと思います。

河郷会長　落語や演芸が好きです。予備校時代に、

桂米朝独演会をみて、それからずっとはまりまし

た。落語は好きなので 20 数年間、公民館や小学

校と自宅で生 LIVE で行っております。

吉岡委員　落語はラジオより生 LIVE がいいみた

いですね。

河郷会長　そうなんです。実は落語には放送禁止

用語があるので、ラジオなどの公共電波を使うと

当然放送禁止用語を使うことができない、つまり
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「毒」がなくなってしまうのです。落語に限らず、

野球にしてもサッカーにしても生 LIVE をみるこ

とが一番です。

吉岡委員　最後になにか、これだけは言っておき

たいこと等ございますか。

河郷会長　リピート山中さんってご存知です

か。シンガーソングライターですが、「往診ハラ

ショー」という曲を河郷診療所のテーマソング

として作ってもらいました。彼と仲が良く、７

月 29 日に周東パストラルホールで「リピート山

中コンサート 2012」を開催することにしていま

す。第一部はリピート山中オリジナルコンサート、

第二部は桂雀三郎 with まんぷくブラザーズのス

テージとなっております。桂雀三郎師匠は、あの

「ヨーデル食べ放題」( 焼肉食べ放題の歌 ) の元祖

なのです。この会報が出版されるのは何月号でし

たっけ。

吉岡委員　残念ながら発行は 9 月号になります。

河郷会長　9 月号となると、すでに開催後ですが、

年 1 回、このようなコンサートを企画している

ところです。来年も企画することにしております

ので、ぜひ参加してみたいという方は、当院まで

ご連絡ください。そのほか、同ホールロビーでは、

7 月 20 日から 29 日まで「ごとうゆき　クレイ

ドール展」も同時開催しております。

吉岡委員　リピート山中さんの「往診ハラ

ショー」、ぜひ聞いてみたいところですね。

河郷会長　CD を出しておりますが、玖珂郡医師

会のホームページからも視聴することができま

す。ほかにも「～訪問看護ステーションのうた～

ひだまりの駅」や「よろこびのうた」、「なんとか

なる　どうにかなる　なるようになる」、「がんば

れ膵臓ちゃん」など多数の歌を作詞作曲されて

います。また、リピート山中さんと一緒に往診に

出向きまして、往診先で患者さんに歌を歌っても

らったりしています。自身の歌のほか、昔の歌な

ども歌ってもらい、患者さんやそのご家族にも喜

んでもらっております。

吉岡委員　コンサートに出られない患者さんに

も、自ら出向いて歌をきかせてあげる、とても心

温かくなる話ですね。

　今日はお忙しいところ、インタビューに対応し

ていただき、ありがとうございました。今後の河

郷会長のご活躍とご健勝をお祈りいたします。
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今月の 視点今月の 視点

常任理事 山 縣 三 紀

学校保健への取り組み―義務教育への
武道必修化と側わん症検診を中心に―

　学校保健については平成 23 年 12 月号の県医

師会報に、現在、県医師会が主として取り組んで

いる内容について、茶川前理事より詳細な報告を

いただいているところであるが、その後学校保健

の現場には新たな動きがみられるため、再度、そ

の問題点等をとりあげてみたい。

義務教育への武道必修化
　今年度より義務教育での武道必修化が始まる。

最近になり、メディア等でとりあげられてはいる

が、このことについて前もって学校医への何らか

の相談があったかというと、8 月 19 日に開催さ

れる中国四国学校保健担当理事連絡会議の協議題

資料においても、いずれの県でも学校医への相談

はなかった、と答えられている。武道必修化には、

どのような経緯があったのだろうか。

　昭和 22 年に制定された教育基本法が平成 18

年改正され、その前文に「公共の精神を尊び、豊

かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期する

とともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目

指す教育を推進する。」という一文が入り、教育

の目標の第 2 条 5 に「伝統と文化を尊重し、そ

れらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとと

もに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄

与する態度を養うこと。」とある。

これを受け、平成 20 年中教審答申で「武道の学

習を通じて我が国固有の伝統と文化により一層

触れることができるように指導の在り方を改善す

る。」とあり、具体的にはこれまで中学校では武道・

ダンス・球技の中から選択であったものが、平成

24 年度新学習指導要領では、中学 1・2 年生男

女は全員が武道を履修（3 年生は球技・武道から

1 選択）と変更された。

　現行の学習指導要領では保健体育は「体育分野」

と「保健分野」の 2 つからなり、「体育分野」に

は 8 つの領域すなわち体つくり運動・器械運動・

陸上競技・水泳・球技・武道・ダンス・体育に関

する知識、がある。中学校の 1 、2 年生では武道

をふくめ、この 8 領域すべてが必修となる

　武道の具体的種目としては、柔道・剣道・相撲

のうち学校が選択することとなるが、指導者の割

合・設備・道具等から多くの中学校で柔道が選択

されるものと予想されている。

　武道必修化により部活以外に柔道を行う生徒が

劇的に増えるということは、それに伴い傷害の発

生も増加する可能性があり、文科省も柔道の安全

な実施について多くの資料を準備しているところ

である。

　ここで、スポーツ振興センター（学校、幼保等
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早急に検討したい。近いところでは 8 月の中国

四国学校保健担当理事連絡会議や、11 月の全国

学校保健・学校医大会（熊本）などでも協議題と

してあげられており、今後情報提供につとめたい。

側わん症検診
　脊柱側わん症は昭和 54 年の学校安全法改正に

より小中学校の定期健診として義務付けられた学

校健診対象疾患であり、前述の県医師会報で茶川

前理事が、側わん症見落としによる裁判がおこっ

ている現状から県医師会で作成した「側わん症問

診票」の活用に関する記事を書かれている。

　今年度、この問診票が各市町でどの程度活用さ

れているかは現在調査予定であるが、防府市では

今年度よりこの問診票を活用しており、当院にて

各小中学校養護教諭に対しておこなったアンケー

トでは、側わん症の 2 次検診に回った児童の数

は平成 20 年 1 人、21 年 12 人、22 年 3 人、23

年 9 人、問診票を活用した 24 年は 52 人との回

答があった。治療を要するか否かは別として今後、

注意を要する児童を早期に見つけるには有用なも

のと思われる。

　また防府市においても、保護者の気づきで学校

健診を受ける前に専門医を受診したケースもみら

れる。アンケートの中には問診票がわかりにくい

等の意見もあり、また、児童から回収した後の「ま

とめ」の煩雑さの声もあったが、女子生徒の着衣

の問題や、何より本来家庭で親が気づくべき子ど

もの変化の見方を手助けするものと考えている。

　学校保健安全法は昭和 33 年に学校における児

童生徒等及び職員の健康の保持増進を図る目的で

作成されたものだが、現在の学校がかかえる問題

は当時と様変わりしている。栄養失調から生活習

慣病へ、感染症からクスリや性教育へイジメに虐

待、職員のメンタルヘルス等々・・・学校認定医

や産業医の参加、多科体制等、学校医のありかた

や制度の見直しが必要な時期がきているのではな

いだろうか。

　文科省でも、ようやく今年 5 月「今後の健康

診断の在り方等に関する検討会」を発足し、これ

に日医役員も参画し健診項目の見直しや学校医の

在り方等、多方面にわたり学校健診の見直しに着

手するようで、今後注視していきたい。

いずれにしても将来をになう大切な子どもた

ちの心身の健康に、医師が果たす役割は大きいこ

とだけは確かである。

追記：9 月 23 日 ( 日 ) に山口県医師会健康スポー

ツ医学研修会が開催され、特別講演 1 で、「学校

教育における武道の義務化と学校医のあり方」と

題し、日医学校保健委員会委員の柴田輝明先生が

講演される予定です。詳細は 836 頁をご覧くだ

さい。

今月の 視点今月の 視点

株式会社損害保険ジャパン 代理店
共栄火災海上保険株式会社 代理店

自動車保険・火災保険・積立保険・交通事故傷害

保険・医師賠償責任保険・所得補償保険・傷害保険ほか
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国内外 800 社のヒアリングを実施し、3,000 社

のデータベースを作成し、分析してきた。自分

自身は妻と共働きで、6 歳と 2 歳の 2 児の育児

中である。2 回育休を取得したが、ここで貴重な

マイノリティ体験をした。4 年前から実父の介護

を、昨年からは難病にかかった次男の看護をして

いる。今、企業が WLB に熱心に取り組んでいる

最大の理由は介護であり、現在、介護による離職・

転職は 1 年間 14 万人、過去 5 年で 1.6 倍になっ

ている。職場の最大の課題は介護である。企業が

DIV・WLB に取り組むとゆとりがあるように言

われることもあるが、人生に何が起こるかわから

ないことを考えると、これはリスクマネジメント

である。

　日本は人口減少社会に突入しており、労働者が

職場を選ぶ時代なので、魅力ある職場であること

が優秀な人材確保につながる。ただ総人口に占め

る労働者数の割合は 50% 弱で過去 50 年でほと

んど変わっていない。変わっているのは過去には

専業主婦がしていた介護・育児家事を労働者が担

うようになる点である。女性活躍とは女性が男性

社会に適応することではない。女性管理職が多く

ても、その影でキャリアか子どもかの選択を迫っ

ていたり、育休をとる男性に対してハラスメント

があるようでは真の先進企業ではない。仕事と家

庭を担う両立支援を重視し、誰でも働きやすい組

織を目指すべきだ。ワークとライフは二者択一で

はなく、ワークの土台がライフであり、質の高い

生活が質の高い仕事につながり、メリハリのある

仕事が生活の余裕につながるようなワークとライ

フの相乗効果が一番重要である。医療機関は多様

な患者に対応するのであるから、自分が実体験に

基づく ｢ 皮膚感覚 ｣ をもっていることが大切だ。

　従業員にはバリバリ社員、ダラダラ社員、ヌク

ヌク社員、イキイキ社員の４類型がある。バリバ

リ社員には偽装バリバリと過労バリバリがいる。

偽装バリバリはなくし、過労バリバリは守り、イ

キイキ社員を増やそう。

　WLB に３要素ある。①業務をオープンにして

共有化　②たえざる業務改善　そして③お互い

さま、思いやりの意識である。支援された従業員

はそのぶん貢献しようとするので、先進企業では

従業員と企業がともに成長し、従業員満足度が顧

客満足度につながっていく。最近、経営トップは

WLB・DIV の推進についてかなり意識が高くなっ

ているが、実現を阻むのはその下の「粘土層」と

名づけられる上司たちである。こういう組織では

WLB が浸透せず働きにくい。WLB を推進して働

きやすい職場環境になると優秀な人材を確保・定

着させることができ、業務改善により時間当たり

の生産性も向上して企業は成長していくことがで

きる。

　海外の医療機関の好事例で、イギリスでナン

バーワンの WLB 企業としてランキングされてい

る公立協会病院のヒアリングを行った。ここでも

医療機関特有の難しさはあったが、成功のカギ

は ｢院内の文化 (認識 )を変える ｣ことにあった。

制度より風土を変えることに取り組んだ。まずは

マネージャーレベルから意識改革を行い、専属の

人事チームを配属し、苦情処理システムをしっか
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挫折だった。

　15 年後、文科省の周産期医療整備事業を利用

して院内保育所「スマイルキッズ」がオープンし、

同時にベビーシッタープーリングシステムを作っ

た。2009 年には女性医師支援室ができ、勤務継続

支援として短時間正規雇用、育児支援では院内保

育に加えて病児保育を作ろうと頑張ってきた。こ

れらは育児中の女性医師が働きやすい職場は、勤

務するすべての医療関係者に働きやすい環境であ

るという概念に基づいている。病児･病後児保育が

2010 年に開設し、こういう環境整備により、ほぼ

全員が出産後 4 ～ 12 か月で職場復帰している。

　次に日本循環器学会の男女共同参画委員会のア

ンケート調査からは、一所懸命勉強してきた女性

医師には厳しい労働環境がうかがえ、その結果、

女性医師の実感として 72% が医師として男･女に

よる有利不利がある、70% が循環器医を続けて

行く上での困難を感じたと答えている。また女性

循環器医が仕事と子育てとの両立の上で望ましい

システムは保育所、病児保育、柔軟な勤務システ

ムが挙げられ、今後日本循環器学会が進めていく

課題には雇用形態の多様化の推進、学会･講習会

の託児制度の充実、職場の意識啓発だということ

がわかってきた。これは既に着手されており、こ

れからこの学会が大きく変わろうとしている。

　日本小児科学会は女性医師が多いこともあり早

くから支援の取り組みがなされているが、全体の

勤務環境が非常に厳しい。当学会のアンケートか

ら、晩婚化に伴う両親の高齢化により子どもの面

倒をみてもらう限界があること、育児は家族だけ

でなく職場･地域･自治体を含めた周囲の人たちの

協力が必要で育児に対する意識を変える必要性が

あることがうかがえる。また休日がない医師数は

減少しているが、実労働時間は 50 ± 18 時間と

改善がない。小児科医、特に若い男性を中心とし

た過重労働が問題で、ひいては医療安全にかかわ

る。約 1 割の離職している女性医師の動員が鍵

になると考えられる。小児科医師を取り巻く厳し

い環境は未だ続いているが、勤務環境や育児支援

に関する問題意識が高まりつつある。

　男女共同参画が必要な理由は①女性医師が医師

としての研鑽を中断することは、本人にとって残

念なことだけでなく、国家的損失が大きい。②勤

務医の偏在化により、慢性的な医師不足に陥って

いる地方では、女性医師の勤務推進が重要な解決

策になっていく可能性がある。③女性医師が勤務

しやすい環境整備は同時に男性医師を含めた職場

全体の労働環境の改善につながり、医療安全の上

でも重要、というようにまとめられ、そのために

は意識を変えていくことが必要である。

4. 組織が変わる
日本医師会男女共同参画委員会委員　　　　　

大阪厚生年金病院名誉院長　清野佳紀
今、大学以外の市中病院にいる医師の４割強

は大学に入局しておらず、自分で病院を選択する。

その選択の基準は、労働時間が適正であり WLB

がとれていること、病院機能が充実しており、良

い研修ができることの２点が大半である。医師

不足というが、医学部の定員は増えており、偏

在しているのである。若い医師ほど女性の割合が

多く、出産育児を機に勤務医をやめてしまうのが

問題だ。彼女たちが勤務医を続ける

ためには勤務形態の配慮と保育環境

の整備の２つを充実すべきだ。私は

2003 年に大阪厚生病院に赴任して、

まず短時間正社員制度や保育所の設

営などの環境整備に取りかかった。

誰もが納得するには公平性が大事な

ので、この制度を人生の大変な局面、

たとえば介護や自分自身の病気の時

にも使えるようにした。それから職

員の大幅な増員、これなしではうま

くいかない。そして地域連携・・・
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ひとつの病院だけでなく、開業医、市民が一体と

なってみんなの WLB を守るという考えが必要だ

と思う。

大阪厚生年金病院の子育て支援だが、まず産

休・育休は完全な運用が肝心で育休は 6 か月は

絶対にとるようにしている。それから時間短縮･

勤務日短縮･残業免除及び当直免除、駐車場優先

使用、保育園･病児保育室の設置、病児のための

ベビーシッターの補助金である。これらは原則と

して小学校卒業までで、現在男性医師の中にもこ

の支援を受けている人もある。

地域連携はきわめて重要である。当病院では

産科と小児科の救急当直は 7 割を外部の医師が

してくれている。また患者さんにチーム医療の仕

組みをわかりやすく説明している。いつも主治医

が診るわけではない、これは世界では常識だが、

日本では主治医制度の見直しが必要だ。

これらの制度は WLB 委員会が常にチェックし

て、コーディネートし担当の管理職に注意を促し

たり、対策を指示したりしている。医師を増やす

ことによって収益が増え、給与比率は下がってい

る。何より大事なことは職員を大事にする病院で

あってほしい、ということである。

総合討論
　小森　貴日医常任理事がコメンテーターとして

加わり、女性医師のことは解決されるべき課題で

はなく、活かすべき強みだと発言された。総合討

論では、フロアから寄せられた質問を基に WLB

を推進することの意味として、①人材確保のセー

ルスポイントとして、②ダイバーシティ、イノベー

ションの切り札として、③医療安全･リスクマネ

ジメントの側面から、WLB 推進に当たっての問

題点として、① WLB 推進の必要性を感じていな

い医師たち（いわゆる粘土層）をどうやって変え

るか、②小さな組織でも WLB を推進することは

可能か、③組織を変えるノウハウ　を論点に活発

な議論が行われた。最後に下記宣言が採択された。

第 8 回男女共同参画フォーラム宣言
　医師は、その使命感から、過重労働による様々

なリスクに自主努力で対峙している。

　男女共同参画を推進してきたことで、我々は医

師のワークライフバランスが、安全な医療システ

ムの持続に不可欠であるという意識を啓いた。

　我々医師は、以下の共通認識を持ち、男女共同

参画をさらに推進することをここに宣言する。

一、男女共同参画は、男女問わず、意欲と能力に

応じた特性を活かすことによって、医学・医療に

求められるダイバーシティ（多様性）を生み出す

ものである

一、ワークライフバランスの推進は、医療安全と

医療の質の向上のための行動である

一、男女共同参画のさらなる推進のためには、医

師の協働、必要な社会保障費の確保、および国民

を巻き込んだ議論と啓発が必要である

　　平成 24 年 7 月 28 日

日本医師会第 8 回男女共同参画フォーラム
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　8 月 23 日は、二十四節気名は「処暑」で初秋

にあたります。朝夕は少し涼しくなりましたが、

日中は相変わらずの猛暑です。7 月の暑さはどう

だったかなあと振り返りますが、梅雨明けの暑さ

はこの真夏に比べるともう少しましだったような

気がします。その７月末には第 2 回健康スポー
ツ医学委員会が開催されました。日医認定健康ス

ポーツ医制度における健康スポーツ医学研修会と

して山口県医師国民健康保険組合「学びながらの

ウォーキング大会」のコラボで、毎年企画されま

す。本年度は 11 月 23 日（金・祝）に、宇部の

常盤公園で開催されます。日医認定健康スポーツ

医の特別講演は山大の松田教授に決まり、スポー

ツ医以外の参加者は、久保田后子・宇部市長の特

別講演「宇部市民と常磐公園」を拝聴した後に、

常盤公園の周囲をウォーキングします。皆様の多

数のご参加を期待しています。

　7 月 26 日には、日本医師会で都道府県医師会
救急災害医療担当理事連絡協議会が開催され、弘

山常任理事と加藤理事が出席されました。28 日

と 29 日には、宮崎で全国有床診療所連絡協議会
総会が開催され、河村専務理事と藤本理事が出席

されました。同じく富山では「第 8 回男女共同参
画フォーラム」が開催され、小田会長、今村理事、

中村理事が出席されました来年度の当フォーラム

は山口県の引き受けで開催されるために、小田会

長が次期担当医師会会長挨拶をされました。メイ

ンテーマは「変わる～男女共同参画が啓くワーク

ライフバランス」でした。懇親会では酒どころ「富

山」に、堂々と山口の地酒（獺祭、東洋美人、五橋）

を持参し、いち早く売り切れになったそうです。

　7 月 31 日は、長門市医師会と県医師会との懇

談会が開催され、天野秀雄長門市医師会長、岡田

和好副会長以下 9 名、県医師会から小田会長以下

8 名の出席で、協議の後に懇親会がありました。

河村専務理事は光まで、弘山常任理事は下関ま

で、林理事は宇部まで帰らなければなりませんの

で、後ろ髪を引かれる想いで早めに帰途につきま

した。

　さすがに 8 月の初旬からお盆休みまでほとんど

会議等ありませんでしたが、2 日に第 9 回理事会
があり、その前に、平成 24 年度第 1 回 HTLV-1
母子感染予防専門委員会に、藤野監事と濱本が出

席しました。「HTLV-1 総合対策」を強力に推進す

るために、新しいガイドラインの作成と妊婦健診

から HTLV-1 陽性者への今後の相談体制のフロー

図等協議されました。郡市医師会を通して、関係

医療機関に HTLV-1 対策資料が送られていると思

いますので、ご協力をお願いします。

　同日、第 1 回目の禁煙推進委員会が開催されまし

た。新しい委員会なので詳しくご紹介します。

　昨年、小野田市医師会の松岡　彰先生から、県

医師会で禁煙や喫煙防止対策等を行っていないの

かという質問がありました。理事会でも協議され

本年度に予算を計上し、新たに「禁煙推進委員会」

を設置することにしました。

　中国四国医師会で、現在まで禁煙委員会を設置

していないのは、山口県、岡山県、香川県、高知

県の 4 県です。広島県は 1980 年（昭和 55 年）

から「禁煙推進委員会」を設置されています。島

根県、鳥取県、愛媛県、徳島県も名称は異なりま

すが、喫煙防止（禁煙推進）委員会等を設置され

ています。

　私事ですが、県医師会の理事になり最初の「今

月の視点」に書いた記事が禁煙に関することです。

2001 年 6 月の県医師会報で、まだ縦書きで月に

3 回の印刷でした。題は「Second-Hand Smoke 

Kills Let's Clean the Air」です。その年の WHO の

世界禁煙デーのスローガンで、「他人の煙が命を

けずる、受動喫煙をなくそう」です。

　その中の一部を転載します。その当時の日医の

会長は坪井先生でした。

　坪井会長は冒頭の挨拶の中で「あまりにも日本

人がたばこの害についての知識を持っていないこ

と、そして、たばこに関する問題を提起すると、

それを規制し、制圧するようなアクションがあっ

たため、忸怩たる思いをしていた。国民の健康づ

くりのために、医療担当者が責任を持って取り組

むべき問題であることを強く感じてこのプロジェ

クト委員会を発足させた」と述べられている。

＊この委員会は平成 14 年、15 年、17 年に宣言

や報告書を提出している。

　「喫煙する患者に対して、私たち医療従事者が

禁煙を促すことを行わない場合、それは、患者の

人生設計上の重要なリスク管理情報を医療側があ

えて患者に提供しなかったことになる。それによ

副会長

濱

本

史

明
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り、患者が禁煙の機会を失い、後に肺気腫やがん

に罹ったときの責任は無いのであろうか」と、女

子医大呼吸器内科の阿部真弓先生が、6 月 2 日

No4023 の日本医事新報に書かれている。

　医療費に関して言えば、たばこによる税収が地

方税を含め日本全体で 2 兆 4,000 億円、喫煙に

よる死亡、医療費の増加、火災などを含めると 3

兆 2,000 億円となり、損失がたばこによる税収

を上回る。たばこ一本につき 10 円値上げをする

と、約 1 兆円の増収になる。＊ 2001 年 6 月のデータ

　喫煙行動の本質はニコチン依存（中毒）であり、

精神依存と身体依存がある。前者では、たとえ健

康上の異常が現れても、喫煙要求を抑えられず自

力では喫煙を止めることができなくなり、さらに

喫煙への強い渇望感を意識していない。後者は、

長年のニコチン摂取のために、ニコチンが身体に

十分量存在しないと、正常な身体機能が保たれな

くなっている状態をいう。ニコチンの血中濃度が

低下すると、諸症状が現れて、身体の要求する血

中濃度になるまで吸い続ける。

　喫煙される諸先生がたから、「また禁煙運動の

集団ヒステリーか」と言われることがあるが、喫

煙を勧めているのは政府のたばこ事業法と、財務

省、JT である。これらに対抗していくためには、

多くの熱心な人たちの協力が必要である。　

　以上がその当時の喫煙防止に関する記事の抜粋

です。

　約 12 年前と比較するとかなり改善されたとこ

ろもあります。たばこの値段はやっと400円（20

本一箱）に上がり、念願だった学校敷地内禁煙も

実行されるようになりました。そして、テレビや

新聞等でのたばこ・コマーシャルはなくなりまし

た。しかし、政府は相変わらずたばこ事業法とい

う法律の改定又は削除をしないで、喫煙や受動喫

煙による健康被害や医

療費の無駄遣いを認め

ようとしません。また

は、認めてはいるけれ

ども一部の心ない喫煙

愛好家の政治家たちの

力関係、もちろん、た

ばこ農家、たばこ販売、

JT（大株主は財務省で

す）がらみの問題もあります。

　そして、山口県医師会にも「禁煙推進委員会」

を発足するに至りました。委員の構成は、

　委員長　松岡　彰先生　 ( 医 ) 社団松岡整形外科

　委員　　福田吉治先生　山口大学医学部地域医

　　　　　　　　　　　　療推進学講座

　委員　　藤原敬且先生　( 医 ) 成心会ふじわら

　　　　　　　　　　　　医院

　委員　　櫃本孝志先生　( 医 ) さくら　ひつもと

　　　　　　　　　　　　内科循環器科医院

　委員　　岡　紳爾先生　山口県健康福祉部課長

　委員　　床本恵子先生　宇部市健康福祉部健康

　　　　　　　　　　　　推進課

　県医師会役員は小田悦郎会長、濱本史明、山縣

三紀先生、藤本俊文先生、香田和宏先生の 11 人

です。

　本年度は 3 ～ 4 回の委員会を開催して、来年

度からの活動計画をたてていただきます。

　

　今回の会議では、山口県からのたばこ対策につ

いて基本方針の説明がありました。「山口県たば

こ対策ガイドライン（改定）」（平成 23 年 3 月）

に基づき、たばこによる害のない社会の実現に向

けて、受動喫煙防止、喫煙防止、禁煙支援の三本

柱を中心に取り組みを進める。公共的な空間にお

ける受動喫煙防止対策としては、施設内全面禁煙

を基本とする。

＊「喫煙は、病気の原因の中で、予防可能な最大

の単一の原因」WHO より

　受動喫煙防止の目標は、たばこの煙のない（ス

モークフリー）環境を広げ、受動喫煙を防止する。

基本方針は多くの者が利用する公共的空間につい

ては、原則として禁煙とする。

　喫煙防止の目標は、「たばこを吸い始めたくな
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い」意識・態度を向上させる。基本方針は、各ラ

イフステージに応じてさまざまな場を活用し、た

ばこの害に関する情報提供や健康教育を行う。

　禁煙支援の目標は、効果的な禁煙支援により、

禁煙成功者を増やす。基本方針は喫煙者に対して、

さまざまな機会を通じて禁煙を勧める情報提供を

行う。禁煙希望者に対して、適切な禁煙支援を提

供する。

　宇部市のたばこ対策について説明がありまし

た。宇部市健康づくり計画（アクティブライフ宇

部）の、「動く」「楽しむ」「守る」「食べる」の 4

つの分野で構成され、第 2 次計画（平成 23 年度～

28 年度）の目標と指標です。

（1）未成年者の喫煙開始を防ぐための成果指標

は、小・中学生の「20 歳になっても、たばこ

を吸わない」と思う人の割合を、現状値（平成

22 年度）の 94.3% から目標値（平成 28 年度）

100％にする。喫煙開始年齢が 20 歳未満の人の

割合を、現状値（平成 22 年度）の 46％から目

標値（平成 28 年度）の 20％に減少させる。

（2）受動喫煙を防ぐための目標は、妊婦のいる

家族の喫煙率（屋外で吸う場合を除く）を現状値

（平成 22 年度）の 13.9% から目標値（平成 28

年度）5％にする。乳幼児の突然死が受動喫煙と

関連していることを知っている割合を、現状値（平

成 22 年度）の 78% から目標値（平成 28 年度）

100％にする。不特定多数の人が集まる施設のう

ち建物内禁煙施設の割合を、現状値（平成22年度）

の 82.3% から目標値（平成 28 年度）90％にする。

不特定多数の人が集まる施設のうち分煙実施施設

の割合が、現状値（平成 22 年度）の 91.4% から

目標値（平成 28 年度）100％にする。

　以上が宇部市の目標です。

　福田先生より、医師会の委員会は何をするの

か？～たばこ対策の活動と関係者の役割というこ

とで、受動喫煙防止、喫煙防止、禁煙支援、基盤

整備の 4 つの活動項目を関係者から住民までの

組織編成について整理していただきました。

　山口県医師会健康教育委員会（安野秀敏委員

長）が作成した、健康教育テキスト No.27「禁煙

をしたい人のために～遅すぎる禁煙はありませ

ん！～」がありますのでご利用ください。

　また、現在禁煙外来 ( ニコチン依存症管理料算

定医療機関 ) には県内 165 医療機間が登録され

ています。http://www.kenko.pref.yamaguchi.lg.jp/

　広島県医師会は 30 年にわたる禁煙推進委員会

を継続し、成果をあげられています。広島県医師

会員の喫煙率は 1994 年から横ばい状態ですが、

2009 年では 11.6％です。『広島県医師会禁煙推

進委員会は「2020 年までに地球を無煙環境に！」

をスローガンとして、禁煙推進及び患者への禁煙

指導を行っていきたい。それとともに、受動喫煙

防止のための公共施設等の禁煙要望等の活動も

行っていきたい』と、30 年の活動報告（松村　誠・

広島県医師会禁煙推進委員会）の中に書かれてい

ました。

　本年度は委員の先生から忌憚のないご意見をい

ただき、来年度の活動計画を立てていきます。

　夏の猛暑もそろそろ終わりに近づいてきまし

た。台風の季節にもなります。7 月のメール句会

の兼題は『避暑』『昼寝』、チャレンジは『鰻』で

した。

　巻頭・特選の俳句は、『避暑』では「漣のゆり

かごの音避暑の浜」寞人、「避暑の宿名もなき画

家の水彩画」あんみつ姫、「避暑ごもり午後の紅

茶を選びおり」あらじん、の 3人が 6点で同点

でした。『昼寝』では「波の間の胎児となりて午

後の睡」さゑ、の 1人が 7点を取りました。自

由句（当期雑詠）は、「ピクルスを詰めた夏色ガ

ラス瓶」あんみつ姫、「炎天や線路に落ちる影も

なし」千束御前、の2人が9点で同点でした。『鰻』

の投稿は少なく、高得点はいませんでした。

　『潮騒の遠のいていく三尺寝』無着成恭

　このメール句会のメンバーさん 11 人とは、オ

フ会で皆さんと一度は会っています。句会の先生

は「あらじん」さんです。ホトトギス流の「花鳥

諷詠」「客観写生」を基本としなければいけませ

んと、「あらじん」先生は教えられていますが、

メンバーは言うことを聞きません。勝手に観念的

な俳句を作っては嗜められていますが、皆さん、

それぞれ楽しんでいますのでご容赦ください。

　8 月の兼題は『向日葵』『墓参』チャレンジは『踊』

です。そういえば、9 月の 1 日～ 3 日は、富山

八尾町の「越中おわら風の盆」です。
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17 日間続いたロンドンオリンピックが終わり

ました。期間中、毎晩 3 時 4 時まで起きてテレ

ビを見ていて、大分疲れていましたが、そんな生

活もようやく終了です。

子どもの頃からオリンピック大好きでした。

東京オリンピックの時は 5 歳で、おそらく実家

にまだテレビが無く、何も覚えていません。記憶

に残るのはメキシコオリンピックからです。男子

体操と男子レスリングがやたらと強かったことを

覚えています。あと男子サッカーの銅メダルと、

三宅兄弟の重量挙げ、マラソンの君原選手が首を

大きく振りながら走る姿が印象的でした。

今回のロンドンオリンピックで、日本は合計

38 個のメダルを獲得して史上最多とのことです。

男子柔道の惨敗は残念でしたが、プレッシャーに

負けたと思います。大会前から監督が、“金メダル

以外は全部一緒”と公言していたのは、まずかった

と思います。銀・銅メダルを取った選手が素直に喜

べない環境で、かわいそうでした。一本勝ちを狙う

日本式のきれいな柔道と、ポイントを重ねる世界の

JUDO との差も指摘されますが、難しい問題ですね。

女子レスリングは相変わらず強かったですが、おそ

らく金メダルの 3 選手は今回で引退だと思われます

ので、次の大会はどうでしょうか。

日本にとって、今回ほど、チーム・団体戦が

脚光を浴びたオリンピックはなかったです。女子

アーチェリー団体の銅メダルに始まり、水泳女子

メドレーリレーの銅メダル。3 個のメダルを獲得

した鈴木聡美選手は、今後人気が出そうです。男

子メドレーリレーは初の銀メダル。レース後の松

田選手の“康介さんを手ぶらで帰すわけにはいか

ないぞ、と 3 人で話していた”というコメント

には涙が出ました。同じ日の女子バドミントンダ

ブルスの銀メダルもバドミントンで初のメダル。

フェンシング男子フルーレ団体準決勝での、残り

9 秒 2 点ビハインドからの逆転勝ちには興奮しま

した。この種目の銀メダルも団体では初獲得。卓

球女子団体の銀メダルも日本の卓球界で初めての

メダルでした。山口市出身の石川佳純選手は個人

戦も準決勝まで進出し、団体戦準決勝の最後の強

打も見事でした。おめでとうございます。

サッカーは男女とも活躍し、男子は残念ながらメ

ダルには届きませんでしたが、女子は見事に銀メダ

ルでした。オリンピックでは初のメダルです。女子

サッカーは、ワールドカップに優勝したこともあり、

大会前から金メダルを期待されていましたが、私は

難しいだろうと思っていました。体格が違いすぎる

し、他のチームから研究されているのが明らかでし

た。準決勝のフランス戦が最も厳しく、負けるだろ

うと思っていましたが、セットプレーからの 2 点を

守り切って勝利。決勝もいい試合でしたが、ちょっ

と運が無かったでしょうか。試合終了とともに泣き

崩れた選手たちが、表彰式では笑顔いっぱいでした。

メダルをもらう時の態度を批判する向きもありまし

たが、4 年間苦しい練習をやってきたのだから、あ

れくらいはいいでしょう。

チーム競技で最後に盛り上がったのが女子バレー

ボールでした。準々決勝の中国戦では相手のマッチ

ポイントをしのいでの勝利でした。女子バレーで中

国に勝てるとは思っていませんでした。準決勝のブ

ラジルには完敗。力が違いすぎます。3 位決定戦で、

韓国に 3-0 で勝利し、28 年ぶりのメダル獲得。身

長の違いが大きくものをいうバレーボールでメダル

を取るのは日本チームには難しく、男女とも昔、金

メダルを取ったことが信じられない位です。

すべてのチーム競技で、体格に劣る日本人が活躍で

きるのは、スピードと、チームプレーのたゆまざる練

習、それと気持ちの持ちようからでしょう。個人競技

もメンタル面のトレーニングが必要と思います。

金メダルの数は 7 個と、前回の北京大会から

は減りましたが、全体的にはとても楽しめたオリ

ンピックでした。2016 年のリオデジャネイロオ

リンピックも、各競技、あまりメダルの期待をし

過ぎないで楽しみたいと思います。

吉南医師会　内　　義輝

ロンドンオリンピック
















